
平成２４年第３回七戸町議会定例会

会 議 録

──────────────────────────────────────

平成２４年８月２３日七戸町告示第３２号で、平成２４年第３回七戸町議会定例会を９

月３日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。

──────────────────────────────────────

平成２４年 ９月 ３日 午前１０時００分 開会

平成２４年 ９月１３日 午前１１時５０分 閉会

──────────────────────────────────────

○出席議員（１６名）

議 長 １６番 白 石 洋 君 副議長 １５番 天 間 清太郎 君

１番 哘 清 悦 君 ２番 岡 村 茂 雄 君

３番 附 田 俊 仁 君 ４番 佐々木 寿 夫 君

５番 瀬 川 左 一 君 ６番 盛 田 惠津子 君

７番 田 嶋 弘 一 君 ８番 田 嶋 輝 雄 君

９番 三 上 正 二 君 １０番 松 本 祐 一 君

１１番 二ツ森 圭 吉 君 １２番 工 藤 耕 一 君

１３番 田 島 政 義 君 １４番 中 村 正 彦 君

──────────────────────────────────────

○不応招議員（０名）

──────────────────────────────────────

○町長提出案件

報告第２１号 専決処分事項の報告について

（公有自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）

報告第２２号 専決処分事項の報告について

（公有自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）

報告第２３号 専決処分事項の報告について

（強風による事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）

議案第５７号 七戸町消防団条例の一部を改正する条例について

議案第５８号 七戸町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例について

議案第５９号 七戸町子ども医療費給付条例の一部を改正する条例について

議案第６０号 七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例について

議案第６１号 定住自立圏形成協定の締結について

議案第４８号 平成２４年度七戸町一般会計補正予算（第２号）

議案第４９号 平成２４年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５０号 平成２４年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第２号）



議案第５１号 平成２４年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

議案第５２号 平成２４年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５３号 平成２４年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５４号 平成２４年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５５号 平成２４年度七戸町水道事業会計補正予算（第２号）

決算審査特別委員会報告

議案第５６号 平成２３年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定について

報告第２４号 平成２３年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について

報告第２５号 平成２３年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告に

ついて

陳情第 ２号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を

求める意見書提出を求める陳情

発議第 ３号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を

求める意見書（案）

陳情第 ３号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出を求める陳情

発議第 ４号 地方財政の充実・強化を求める意見書（案）

議員派遣の件

──────────────────────────────────────

○その他

会議録署名議員の指名

会期決定の件
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平成２４年第３回七戸町議会定例会

会議録（第１号）

平成２４年９月３日（月） 午前１０時００分 開会

──────────────────────────────────────

○議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期決定の件

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 提出議案一括上程

報告第２１号から報告第２５号まで

（町長提案理由説明）

──────────────────────────────────────

○本日の会議に付した事件

１、議事日程のとおり

２、休会について

──────────────────────────────────────

○出席議員（１６名）

議 長 １６番 白 石 洋 君 副議長 １５番 天 間 清太郎 君

１番 哘 清 悦 君 ２番 岡 村 茂 雄 君

３番 附 田 俊 仁 君 ４番 佐々木 寿 夫 君

５番 瀬 川 左 一 君 ６番 盛 田 惠津子 君

７番 田 嶋 弘 一 君 ８番 田 嶋 輝 雄 君

９番 三 上 正 二 君 １０番 松 本 祐 一 君

１１番 二ツ森 圭 吉 君 １２番 工 藤 耕 一 君

１３番 田 島 政 義 君 １４番 中 村 正 彦 君

──────────────────────────────────────

○欠席議員（０名）

──────────────────────────────────────

○説明のため会議に出席した者の職氏名

町 長 小 又 勉 君 副 町 長 大 平 均 君

支 所 長
総 務 課 長 似 鳥 和 彦 君 米内山 敬 司 君

(兼支所庶務課長)

企画財政課長 天 間 勤 君 税 務 課 長 花 松 了 覚 君

社会生活課長
町 民 課 長 森 田 耕 一 君 澤 田 康 曜 君

(兼城南児童館長)

健康福祉課長 田 中 順 一 君 会 計 管 理 者 楠 章 君
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農 林 課 長 鳥谷部 昇 君 商工観光課長 瀬 川 勇 一 君

商工観光課推進監 天 間 一 二 君 建 設 課 長 米 田 春 彦 君

上下水道課長 鳥谷部 宏 君 教育委員会委員長 中 村 公 一 君

教 育 長 倉 本 貢 君 学 務 課 長 附 田 繁 志 君

生涯学習課長 渡 部 喜代志 君 スポーツ振興課長 小 原 信 明 君

南 公 民 館 長
中央公民館長 神 山 俊 男 君 山 谷 栄 作 君

(兼中央図書館長)

農業委員会会長 天 間 正 大 君 農業委員会事務局長 木 村 正 光 君

代表監査委員 野 田 幸 子 君 監査委員事務局長 佐 野 尚 君

選挙管理委員会委員長 松 下 喜 一 君 選挙管理委員会事務局長 森 田 耕 一 君

──────────────────────────────────────

○職務のため会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 佐 野 尚 君 事 務 局 次 長 八 幡 博 光 君

──────────────────────────────────────

○会議録署名議員

５番 瀬 川 左 一 君 ８番 田 嶋 輝 雄 君

──────────────────────────────────────

○会議を傍聴した者（３名）

──────────────────────────────────────

○会議の経過
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開会 午前１０時００分

○開会宣告

○議長（白石 洋君） 皆さんおはようございます。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。

したがいまして、平成２４年第３回七戸町議会定例会は成立いたしました。

ただいまから、平成２４年第３回七戸町議会定例会を開会いたします。

──────────────────────────────────────

○開議宣告

○議長（白石 洋君） これより、本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び本定例会における説明員は、お手元に配付したとおりであります。

──────────────────────────────────────

○日程第１ 会議録署名議員指名の件

○議長（白石 洋君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、５番瀬川左一君と８番田嶋輝雄

君を指名いたします。

──────────────────────────────────────

○日程第２ 会期決定の件

○議長（白石 洋君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。

初めに、議会運営委員長から報告を求めます。

議会運営委員長。

○議会運営委員長（田島政義君） おはようございます。

今期定例会の会期日程について、会議の結果を御報告いたします。

８月２３日議会運営委員会を開催し、会期日程等を審査した結果、お手元に配付いたし

ましたとおり、本日から１３日までの１１日間の会期にすることに決定いたしました。

上程されます案件は、単行案５件、予算案８件、決算案１件、報告５件の合わせて１９

件でございます。

日程でございますが、本日は、町長の提案理由の説明を受けた後、議案第５６号平成２

３年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定について、審査のため議長を除く全議員による決

算審査特別委員会を設置し、散会します。

なお、本日の決算審査特別委員会は、正副委員長の互選までとしたいと思います。

４日並びに６日から１０日までは、議案調査並びに閉庁日のため、休会とします。

５日は一般質問を行いますが、８名の議員から質問通告書が提出されております。

なお、お願いになりますが、質問並びに答弁はできるだけ簡潔に発言くださるよう、よ

ろしくお願いいたします。

１１日と１２日は付託されます各会計歳入歳出決算審査のため、決算審査特別委員会を
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行いますが、運営方法につきましては、皆様方のお手元に配付のとおり、議会運営委員会

で取りまとめさせていただきましたので、御参考にしてください。

終日の１３日は、議案第５６号を除いた全議案について審議を行うことにしておりま

す。

なお、陳情２件、議員派遣１件は 終日に議長より提案されると思いますので、よろし

くお願いいたします。

以上のように決定しましたので、議員各位の御賛同をいただき、会期日程のとおり御審

議を賜りますようお願い申し上げ、御報告といたします。

よろしくお願いします。

○議長（白石 洋君） お諮りします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日から９月１３日まで

の１１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（白石 洋君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本定例会の会期は、本日から９月１３日までの１１日間に決定いたし

ました。

議長において作成いたしました会期日程及び議事日程は、お手元に配付いたしたとおり

であります。

──────────────────────────────────────

○日程第３ 諸般の報告

○議長（白石 洋君） 日程第３ 諸般の報告を行います。

議長の諸般の報告につきましては、お手元に配付いたしておりますので、御了承願いま

す。

──────────────────────────────────────

○日程第４ 提出議案一括上程

○議長（白石 洋君） 日程第４ 報告第２１号専決処分事項の報告について、公有自動

車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについてから、報告第２５号 平成２３

年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告についてまでの、１４議案、

５報告を一括上程いたします。

町長から、提出議案について提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（小又 勉君） おはようございます。

本日ここに、平成２４年第３回七戸町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には御多忙のところ御出席いただき、厚くお礼申し上げます。

提出いたしました議案を御説明する前に、一般報告をさせていただきます。

まず、７月８日に実施した八幡岳の植樹には、議員各位を初め町民の皆さんなど１８０
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余名が参加され、ブナやナラの幼木１,３００本を植えつけることができました。

特にことしは、地球温暖化対策の一環として、当町と国産材の活用促進に関する協定を

締結している東京都港区の方々も参加され、自然環境の保全に向けて御協力をいただいた

ところでございます。

今後とも、八幡岳をブナの森に回帰させるため、植樹の輪を県内外に広め、エコの町・

七戸をアピールしてまいりたいと考えております。

さて、夏の暑さもお盆までとは申し上げますが、ことしの夏は連日のように真夏日が続

いております。このため、春先の大雪により農作業がおくれ、田植え時期も例年に比べ１

週間程度のおくれが見られたものの、７月中旬から好天が続き、水稲は上北管内の穂ぞろ

いが８月１５日と平年並みに回復し、さらには出穂後も高温が続いたことから、刈り取り

適期予想は９月３０日ごろと予想されております。

刈りおくれは、胴割れ米や茶米が発生し品質が低下するおそれがあることから、県や農

協、農業関係団体等と連絡を密にして、良質米確保に向け、適期刈り取りを徹底するよう

指導してまいります。

また、昨年実施した福島第一原子力発電所放射能漏れによる米の放射能検査について、

国が定めた食品に含まれる放射線セシウムの新基準が本年４月から施行されたことに伴

い、県では昨年に引き続き平成２４年産米の放射能検査を全市町村を対象に実施すること

としております。町といたしましても、消費者の食に対する安全・安心と風評被害を招か

ないよう万全な体制を期してまいりたいと考えておりますので、議員各位の御理解を賜り

たいと存じます。

それでは、本定例会に提出いたしました議案の概要について御説明申し上げます。

報告第２１号公有自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして

は、平成２３年１２月２３日に町道昭和・二ツ森線で発生した、公有自動車の接触事故に

かかる損害について、相手方と和解が成立したので専決処分したものです。

報告第２２号公有自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして

は、平成２３年１０月２５日に町道狐久保・諏訪線で発生した、公有自動車の接触事故に

かかる損害について、相手方と和解が成立したので専決処分したものです。

報告第２３号強風による事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして

は、平成２４年６月２０日に町道後平・馬込線で除雪ポールが強風にあおられ車両を損傷

した事故にかかる損害について、相手方と和解が成立したので専決処分したものです。

議案第４８号平成２４年度七戸町一般会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳

出予算の総額に１億４,５０９万７,０００円を追加し、予算総額を８８億１,０１１万円

７,０００円とするものです。

歳入の主なものは、地方交付税に２億８,１１４万円、県支出金に２,５４０万７,００

０円、繰越金に２,１９４万円を追加し、繰入金から１億９,６１７万９,０００円を減額

するもので、歳出の主なものは農林水産業費に２,２８９万７,０００円、土木費に５,２
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３３万９,０００円、教育費に１,８６８万９,０００円を追加するものです。

議案第４９号、平成２４年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に５,８５８万８,０００円を追加し、予算総額を２３億３,

３０１万７,０００円とするものです。

歳入の主なものは、療養給付費等交付金に３,８１０万８,０００円、繰越金に２,９９

９万９,０００円を追加し、歳出の主なものは保険給付費に２,５３８万円、諸支出金に

３,３３３万４,０００円を追加するものです。

議案第５０号、平成２４年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、歳入歳出予算の総額に６０３万４,０００円を追加し、予算総額を２０億８,５３１万

９,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金から３１８万７,０００円を減額し、繰越金に５８１万８,０

００円を追加するもので、歳出の主なものは諸支出金に５８２万４,０００円を追加する

ものです。

議案第５１号、平成２４年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、歳入歳出予算の総額に４万５,０００円を追加し、予算総額を１,０５２万

８,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金に４万７,０００円を追加し、歳出は総務費に４万５,０００

円を追加するものです。

議案第５２号、平成２４年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に１４万２,０００円を追加し、予算総額を１,４４０万１,

０００円とするものです。

歳入の主なものは、使用料及び手数料に７１万４,０００円を追加し、歳出の主なもの

は諸支出金に１８万５,０００円を追加するものです。

議案第５３号、平成２４年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、歳入歳出予算の総額から４９万４,０００円を減額し、予算総額を４億７,９０

９万円とするものです。

歳入の主なものは国庫支出金から１５１万７,０００円を減額し、歳出の主なものは事

業費から１５１万７,０００円を減額するものです。

議案第５４号、平成２４年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、歳入歳出予算の総額に４７万３,０００円を追加し、予算総額を６,５１４万

３,０００円とするものです。

歳入の主なものは繰入金に４５万２,０００円を追加し、歳出は総務費に４７万３,００

０円を追加するものです。

議案第５５号、平成２４年度七戸町水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、

収益的収入の他会計補助金を３１万２,０００円増額し、収益支出の予備費を３１万２,０

００円増額するものであり、総額は３億１１万３,０００円と変わらないものでございま
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す。

議案第５６号平成２３年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、平成２３

年度の七戸町各会計の決算について地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、議会

の認定に付するものです。

なお、主要施策の成果につきましては、決算書に報告書として掲載しておりますので、

御審議の参考としていただきたいと存じます。

議案第５７号七戸町消防団条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員の定年

年齢を引き上げ、現場経験豊富な団員の退団時期を引き延ばすことにより、より一層の組

織強化を図るため提案するものです。

議案第５８号七戸町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例につきましては、児童

扶養手当法施行令及び青森県乳幼児はつらつ育成事業実施要領の一部が改正されたことに

伴い、所要の改正をするため提案するものです。

議案第５９号七戸町子ども医療費給付条例の一部を改正する条例につきましては、児童

扶養手当施行令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をするため提案するもので

す。

議案第６０号七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例につきまして

は、児童扶養手当法施行令及び青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部が改

正されたことに伴い、所要の改正をするため提案するものです。

議案第６１号定住自立圏形成協定の締結につきましては、共同中心市との間において、

定住自立圏形成に関する協定を締結するため提案するものです。

報告第２４号平成２３年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率の報

告につきましては、平成２３年度七戸町健全化判断比率及び資金不足比率について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき報告するものです。

報告第２５号平成２３年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告につ

きましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき報告するもので

す。

以上が、本定例会に提出をいたしました議案でありますが、議員各位には慎重審議の上

御賛同賜りますようお願い申し上げます。

○議長（白石 洋君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

──────────────────────────────────────

○日程第５ 決算審査特別委員会設置について

○議長（白石 洋君） 日程第５ 決算審査特別委員会設置について。

初めに、平成２３年度各会計歳入歳出決算の概要について、会計管理者より説明を求め

ます。

会計管理者。

○会計管理者（楠 章君） おはようございます。
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それでは、平成２３年度各一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要について、御説

明申し上げます。

まず 初に、一般会計について申し上げます。

平成２２年度からの繰越明許費を含んだ予算総額は、９４億１,２２６万１,０００円で

あります。

歳入決算額は９４億３８９万８,１９４円で、予算額との対比では９９.９１％、８３６

万２,８０６円の減、調定額に対しての収入率は９７.７４％で、収入未済額は１億８,７

２３万３,８７４円となっており、その内訳は、町税１億４,５６３万３５４円、分担金及

び負担金４５２万１,０１０円、使用料及び手数料７０６万７,８２０円、財産収入３５万

６,０４６円、諸収入２１万１,６４５円、さらに繰越明許費分にかかる国庫支出金９３５

万６,０００円、県支出金２,００９万９９９円でございます。

一方、歳出決算額は９２億７,２３１万８,３０４円で、予算額に対し執行率は９８.５

１％、５,４０１万２,６９６円の不用額を生じております。

この結果、一般会計決算歳入歳出差引残額は１億３,１５７万９,８９０円で、この残額

から平成２４年度への繰越明許費及び事故繰越額４,９６３万９,０００円を控除した実質

収支額は８,１９４万８９０円となります。

この額から５,０００万円を財政調整基金へ積み立てし、残額の３,１９４万８９０円が

平成２４年度への純繰越金となります。

次に、国民健康保険特別会計について申し上げます。

予算総額は２５億１,７０７万１,０００円であります。

歳入決算額２５億３,１３４万１,２８１円で、予算額との対比では１００.５７％、１,

４２７万２８１円の増、調定額に対しての収入率は９１.９８％で、収入未済額は２億２

５万８,９７７円となりまして、内訳は国民健康保険税でございます。

一方、歳出決算額は２４億３,２２０万３,０８１円で、予算額に対し執行率は９６.６

３％、８,４８６万７,９１９円の不用額を生じております。

この結果、国民健康保険特別会計決算歳入歳出差引残額は９,９１３万８,２００円とな

り、この額から条例に基づき２分の１以上に相当する額６,９１３万８,２００円を財政調

整基金へ積み立てし、残額の３,０００万円が平成２４年度への純繰越金となります。

次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。

予算総額は３億２,００３万６,０００円であります。

歳入決算額は３億１,９７１万６,２００円で、予算額との対比では９９.９０％、３１

万９,８００円の減、調定額に対しての収入率は９９.９１％で、収入未済額は２３万１,

１００円となり、その内訳は、保険料でございます。

一方、歳出決算額は３億１,９６８万９,３０９円で、予算額に対し執行率は９９.８９

％、３４万６,６９１円の不用額を生じております。

この結果、後期高齢者医療特別会計決算歳入歳出差引残額は２万６,８９１円で、これ
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は平成２４年度への純繰越金となります。

次に、介護保険特別会計について申し上げます。

予算総額は２０億３,７２４万４,０００円であります。

歳入決算額は２０億３,９０３万８６２円で、予算額との対比では１００.０９％、１７

８万６,８６２円の増、調定額に対しての収入率は９９.５７％で、収入未済額は６３９万

９,９４０円となりまして、その内訳は全額保険料でございます。

一方、歳出決算額は２０億１,１２１万１,８２２円で、予算額に対し執行率は９８.７

２％、２,６０３万２,１７８円の不用額を生じております。

この結果、介護保険特別会計決算歳入歳出差引残額は２,７８１万９,０４０円となり、

この額から条例に基づき２分の１以上に相当する額２,２００万円を介護保険給付費準備

基金へ積み立てし、残額の５８１万９,０４０円が平成２４年度への純繰越金となりま

す。

次に、介護サービス事業特別会計について申し上げます。

予算総額は１,３６６万６,０００円であります。

歳入決算額は１,３７１万１,２１３円で、予算額との対比では１００.３３％、４万５,

２１３円の増、調定額に対しての収入率は１００％で、収入未済額はございません。

一方、歳出決算額は１,３６６万３４４円で、予算額に対し執行率は９９.９６％、５,

６５６円の不用額を生じております。

この結果、介護サービス事業特別会計決算歳入歳出差引残額は５万８６９円となりまし

て、全額を介護サービス事業基金へ積み立てするものであります。

次に、七戸霊園事業特別会計について申し上げます。

予算総額は２２８万５,０００円であります。

歳入決算額２２９万２,６６６円で、予算額との対比では１００.３４％、７,６６６円

の増、調定額に対しての収入率は１００％で、収入未済額はありません。

一方、歳出決算額は２０７万８,９８３円で、予算額に対し執行率は９０.９８％、２０

万６,０１７円の不用額を生じております。

この結果、七戸霊園事業特別会計決算歳入歳出差引残額は２１万３,６８３円で、これ

は平成２４年度への純繰越金となります。

次に、公共下水道事業特別会計について申し上げます。

予算総額は３億２,０９８万９,０００円であります。

歳入決算額は３億２,１３３万３６円で、予算額との対比では１００.１１％、３４万

１,０３６円の増、調定額に対しての収入率は９７.５２％で、収入未済額は８１８万３,

９１１円となっております。内訳は分担金及び負担金６１３万６,０００円、使用料及び

手数料２０４万７,９１１円でございます。

一方、歳出決算額は３億２,０９４万７,７２４円で、予算額に対し執行率は９９.９９

％、４万１,２７６円の不用額を生じております。
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この結果、公共下水道事業特別会計決算歳入歳出差引残額は３８万２,３１２円で、こ

れは平成２４年度への純繰越金となります。

次に、農業集落排水事業特別会計について申し上げます。

予算総額は５,９８０万円であります。

歳入決算額は５,９８１万８,５０７円で、予算額との対比では１００.０３％、調定額

に対しての収入率は９５.１６％で、収入未済額は３０４万４９２円となっております。

この内訳は分担金及び負担金２８６万円、使用料１８万４,０９２円でございます。

一方、歳出決算額は５,９７８万６,９７０円で、予算額に対し執行率は９９.９８％、

１万３,０３０円の不用額を生じております。

この結果、農業集落排水事業特別会計決算歳入歳出差引残額は３万１,５３７円で、こ

れは平成２４年度への純繰越金となります。

以上のとおり、平成２３年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概要について申し上

げましたが、詳細につきましては、御質問に応じ関係者から御説明申し上げますので、御

審議の上、認定いただきますようお願い申し上げまして、概要説明を終わります。

○議長（白石 洋君） 次に、平成２３年度水道事業会計決算の概要について、上下水道

課長より説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（鳥谷部 宏君） おはようございます。

ただいまから、平成２３年度七戸町水道事業決算の概要について、御説明いたします。

初に水道の普及状況でありますが、給水人口は１万７,２０６人で前年度比１８７人

の減ですが、給水契約件数は７,４９３件で同数となっております。

また、年間有収水量は１６２万４,２２７立米で前年度比２万４,３６３立米の減で、１

日平均配水量は６,１４２立米、１日 大配水量は７,７３４立米で前年度比３５３立米の

増となっています。

次に、工事関係では、中央監視システムと天間林第１浄水場の洗砂機の更新を行いまし

た。

老朽管更新事業等におきましては、道路改良工事関連で、町道小山平・牧場線ほか３路

線で１,４５７メーターの布設替えを実施し、また、天間林地区の導水管布設替えを７９

４メーター実施しております。

なお、これらの工事に伴い、実施した石綿セメント管の布設替え延長は１,５９５メー

ターとなっています。

続きまして、会計の状況につきまして、消費税抜きの数値で御説明いたします。

収益的収入及び支出では、収益的収入合計は、２億８,１４７万２,８２１円で、前年度

に比較し９８万３,６６９円の減となっており、給水収益では２８７万１円の減となって

います。

主な収入といたしましては、給水収益の２億７,１０３万５,２００円で、給水収益が収
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入総額の９６.２９％を占めています。

次に、収益的支出合計は、２億３,４１８万４,８９７円で、前年度に比較し、１,２５

０万２３２円の減となっています。

主な支出といたしましては、企業債利息が２,３３７万２,１２１円、職員給与費３,８

８９万７,１６２円、減価償却費９,４１８万１,１７９円、給水管及びメーターボックス

周りの修繕及び配水管漏水修理等の修繕費として、１,２８１万５,８４２円でございま

す。

そして、平成２３年度七戸町水道事業におきましては、収益的収入総額２億８,１４７

万２,８２１円、収益的支出総額２億３,４１８万４,８９７円となり、差引純利益４,７２

８万７,９２４円となりました。

次に、資本的収入及び支出におきまして、資本的収入合計額は、５,９９６万１,８５０

円、支出合計額は、２億３１０万６,２１８円であります。

収入では、老朽管更新に伴う企業債借入額は、５,４４０万円、一般会計繰入金として

地域活性化きめ細かな臨時交付金事業補助金５５６万１,８５０円が主な項目でありま

す。

支出では、企業債元金償還金として、通常分３,４５９万９,３１８円、検満に伴う水道

メーター購入及び交換費として２,５４６万３,５００円、老朽管更新工事費等で１億１,

３５１万８,０００円が主なものでございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は消費税込みで、１億５,０７０万８,

３１８円であり、これを、損益勘定留保資金から６,６２６万７,４９２円と減債基金積立

金から２,６００万円、建設改良積立金から５,０００万円、及び消費税資本的収支調整額

８４４万８２６円で補てんしております。

以上、平成２３年度七戸町水道事業決算の概要について、御説明を終わります。

○議長（白石 洋君） 次に、平成２３年度七戸町各会計決算審査意見書並びに平成２３

年度財政健全化審査意見書及び経営健全化審査意見書について、監査委員より報告を求め

ます。

代表監査委員。

○代表監査委員（野田幸子君） おはようございます。

平成２３年度七戸町各会計決算審査意見書について御報告申し上げます。

お手元に配付しております平成２３年度七戸町歳入歳出決算書の１９ページをお開きい

ただきたいと思います。

審査の対象は、平成２３年度一般会計、各特別会計、水道事業会計、各会計実質収支に

関する調書及び財産に関する調書の１１項目でございます。

審査は、平成２４年７月２３日から３１日までの７日間実施いたしました。

審査に当たりましては、町長から提出された決算書等の書類と。会計管理者及び水道事

業管理者保管の関係諸帳簿、諸書類との突合、関係責任者からの説明を聴取するなど、書



－ 12 －

類などが適切に作成されているか審査いたしました。

その結果、審査に付された各決算は、関係諸帳簿及び諸書類と照合した結果、係数に誤

りがなく適切に処理されているものと認めました。

財政運営において重要な自主財源である町税及び町営住宅使用料などの税外収入におけ

る徴収率は、徴収体質への強化等により、前年度比較において徴収率の向上が見受けられ

ますが、賦課徴収の公平性の観点からも徴収率向上のため、より一層の厳しい対応を望み

ます。

特に、国民健康保険税につきましては、今後の国民健康保険特別会計財政運営健全化の

観点から、さらなる徴収体制の強化に取り組んでいただきたいと思います。

以下、２０ページから３５ページまでの説明は省略させていただきますが、各会計の前

年度との比較及び詳細について、それぞれ資料等を掲載しておりますので、後ほどごらん

いただきたいと思います。

以上、平成２３年度決算審査意見書についての御報告を終わります。

次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、財政健全化審査意見

書及び経営健全化審査意見書について、御報告いたします。

お手元に配付しております報告第２０号平成２３年度決算に基づく七戸町の健全化判断

比率及び資金不足比率の報告についての２ページ目と３ページ目をごらんいただきたいと

思います。

審査の対象は、平成２３年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来

負担比率並びに資金不足比率の５項目及びその算定の基礎となる事項を記載した書類であ

ります。

審査は平成２４年７月３１日に実施いたしました。

審査の概要ですが、町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算

定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施い

たました。

その結果、実質赤字比率、連結赤字比率及び資金不足比率は、収支がいずれも黒字であ

ること、また、実質公債費比率及び将来負担比率は早期健全化基準をそれぞれ下回ってい

る内容となっており、前年度と比較しますと、それぞれの比率は低下しており、財政運営

健全化へ向けた努力が見受けられます。また、審査に付された書類は、いずれも適正に作

成されているものと認めました。

以上、平成２３年度財政健全化審査意見書及び平成２３年度経営健全化審査意見書につ

いての御報告といたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（白石 洋君） これをもって決算の概要説明並びに、審査意見書の報告を終わり

ます。

本件については９月１２日までの審査期限とする議長を除く全議員をもって構成する決
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算審査特別委員会を設置し、審査付託したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（白石 洋君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本件については、９月１２日を審査期限とする議長を除く全議員をも

て構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしま

した。

──────────────────────────────────────

○散会宣告

○議長（白石 洋君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

なお、決算審査特別委員会を本日の定例会終了後、直ちに招集いたしますので、このま

ま御着席願います。

なお、９月５日の本会議は、午前１０時に再開いたします。

本席から告知します。

９月５日の一般質問の順番をお知らせいたします。

１番目は、４番の佐々木寿夫君、２番目は６番の盛田惠津子君、３番目は８番の田嶋輝

雄君、４番目は１番の哘清悦君、５番目は２番の岡村茂雄君、６番目は５番の瀬川左一

君、７番目は７番の田嶋弘一君、８番目は３番の附田俊仁君となっております。

本日は、これをもって散会いたします。

御苦労さまでございました。

散会 午前１０時５０分


